
 

 

 

 

 

 

 

【 プログラム 】 

 

日時 ２０２４年１１月１日（金）午後１時～午後５時 

場所 金沢東急ホテル５階「ボールルームＢＣ」 

主催 日本弁護士連合会  共催 中部弁護士会連合会 金沢弁護士会 

 

＜総合司会＞ 早川 潤、 藤田 真衣（金沢弁護士会） 

 

開会挨拶            渕上 玲子（日本弁護士連合会会長） 

 

シンポジウム問題提起 髙見 健次郎（第１６回国選弁護シンポジウム実行委

員会事務局長） 

 

【第１部】弁護人の取調べへの立会い 

１ 取調室で何が起きているのか ～立会いの必要性～  

進行：工藤 杏平（第一東京弁護士会） 

島田 順司氏（大川原化工機株式会社） 

２ 取調べ立会いの目的 

古田 宜行（愛知県弁護士会） 

３ 取調べ立会い・準立会い実践報告 

統計資料の報告：亀舎 大悟（広島弁護士会） 

事例報告：櫻井 義也（愛知県弁護士会）、林 順敬（札幌弁護士会） 

４ パネルディスカッション「取調べへの立会い」 

コーディネーター： 中村 安里（金沢弁護士会） 

パネリスト：   

島田 順司氏（大川原化工機株式会社） 

林 順敬（札幌弁護士会） 

元依頼者 

市川 耕士（高知弁護士会） 

５ まとめ 

川上 有（札幌弁護士会） 

第 １ ６ 回 国 選 弁 護 シンポジウム 

横にはいつも弁護人 

〜取調べの立会い・逮捕からの国選弁護  



 

 

－休憩（１０分間）－ 

 

【第２部】逮捕段階の国選弁護制度 

１ 国選付添に関する報告  

土橋 央征（大阪弁護士会）  

２ 逮捕段階の国選弁護制度に関する報告   

①逮捕段階の国選弁護制度に関するビデオ上映   

②パネルディスカッション 

コーディネーター： 岩井 羊一（愛知県弁護士会） 

パネリスト： 

髙見 健次郎（金沢弁護士会） 

長沼 正敏（埼玉弁護士会） 

西 愛礼（大阪弁護士会） 

開原 早紀（第二東京弁護士会）  

３ 国選報酬に関する取組報告  

下井 良基（三重弁護士会）  

 

シンポジウム総括・閉会挨拶  奥村 回（第１６回国選弁護シンポジウム実行

委員会委員長、金沢弁護士会） 

 



番号 内　容 ページ

1
当事者の声
「大川原化工機事件」当事者（島田順司さん）からのメッセージ
　（工藤杏平）

1

2
取調べ立会いの目的
（古田宜行） 6

3
統計資料の報告
（亀舎大悟） 11

4
障害のある被疑者の立会い実践例報告
（櫻井義也） 13

5
取調べ準立会い事例報告
（林順敬） 22

6
パネルディスカッションの進行
（中村安里） 32

7
取調べへの弁護人立会い～法制化を目指して～
（日本弁護士連合会） 34

8
パネルディスカッション　事例集
（長沼正敏・開原早紀） 36

9
勾留請求却下率
（長沼正敏） 38

10
国選弁護報酬に関する報告
（下井良基） 39

第１６回国選弁護シンポジウム
横にはいつも弁護人～取調べの立会い・逮捕からの国選弁護

当日配布資料

第一部

第二部



当事者の声
「⼤川原化⼯機事件」当事者（島⽥順司さん）からのメッセージ

第⼀東京弁護⼠会
⼯ 藤 杏 平

2

事件の概要と経過
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3

１．「⼤川原化⼯機事件」とは

◆⼤川原化⼯機株式会社
・「噴霧乾燥器（液体を微粒化→乾燥→粉体にする機械）」
を製造・開発・販売する会社

・アジア、ヨーロッパ、アメリカなどに数多く輸出

◆外国為替及び外国貿易法（外為法）
・「噴霧乾燥器」は技術応⽤すれば⽣物兵器等を製造可能
・２０１３年１０⽉、貨物等省令が改正され、輸出に際して
経済産業省の許可が必要
・輸出規制の対象となる「噴霧乾燥器」
⇒「定置した状態で内部の滅菌または殺菌できるもの」
などの要件

4

１．「⼤川原化⼯機事件」とは

◆２０２０年３⽉
⼤川原化⼯機が、経済産業省の許可なく「噴霧乾燥器」２台を
中国や韓国に輸出した⾏為が外為法違反であるとして、
⼤川原社⻑、島⽥さん（当時取締役）、相嶋さん（当時顧問）
の３⼈が逮捕・起訴
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5

２．島⽥さんについて

◆⼤川原化⼯機の取締役（当時）
「噴霧乾燥器」の輸出責任者を担当

◆２０１８年１２⽉〜２０２０年２⽉（逮捕前）
１回当たり３〜４時間の取調べを３９回

6

３．刑事事件について

◆２０２０年３⽉３１⽇ ３名を外為法違反で起訴

５⽉〜６⽉ ３名を再逮捕・追起訴

１１⽉ 相嶋さんの勾留執⾏停⽌

◆２０２１年２⽉ 相嶋さんが死去
⼤川原社⻑、島⽥さんの保釈許可
（逮捕から約１１か⽉後）

７⽉ 検察官が公訴の取消し申⽴て
公訴棄却の決定により裁判終結
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7

４．⺠事事件（国家賠償請求）について

◆２０２１年９⽉ 国および東京都に対して国家賠償請求
訴訟を提起

◆２０２３年１２⽉ 警察官による逮捕および取調べ、
検察官による勾留請求および公訴提起
が違法であると認定し、国と東京都に
対して賠償を命じる判決

◆２０２４年１⽉ 双⽅が控訴（控訴審係属中）

8

逮捕前の取調べ
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9

逮捕後の取調べ

10

「⽴会い」について
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取調べ⽴会いの⽬的

愛知県弁護⼠会 古⽥宜⾏

1

⽴会いの⽬的
・⼀⾔で表現するならば、供述の⾃由の確保。

・供述の⾃由とは︖
①供述しない⾃由（黙秘権）
②供述する内容を歪められない⾃由（供述者の記憶、真意に基づき
供述し、録取者によってその内容を変更されない⾃由）

取調べ⽴会いの⽬的
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供述しない⾃由（黙秘権）の確保
・今⽇の捜査弁護の基本として、黙秘原則が挙げられる。

・取調べの録⾳録画によって、黙秘権侵害の取調べは減った。

・しかし、未だ取調べが録⾳録画される事件は⼀部に限られている。

・録⾳録画されていない場合、違法な取調べの危険に変わりはない。
ex)三重県警⿃⽻署事件、⼤川原化⼯機事件

・録⾳録画されていても、違法な取調べが横⾏している。
ex)プレサンス事件、江⼝事件

取調べ⽴会いの⽬的

3

・可視化だけでは違法な取調べを全⾯的に抑⽌、排除できない。

・⽴会いは、捜査機関にとっては監視、抑⽌の装置として機能する。

・依頼者にとっては、弁護⼈の援助を受ける機会を常に保障し、その
精神状態の安定に資する。

供述しない⾃由（黙秘権）確保のため、⽴会い
が必要であり、有効である。

取調べ⽴会いの⽬的
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供述する内容を歪められない⾃由の確保
・基本はあくまで黙秘だが、黙秘を解除して供述する場合もあり得る。

・供述するからには、
①供述者の記憶、真意に基づく供述の機会が保障され、
②その内容が聴取者（取調官）に正しく伝達、理解され、
③供述調書の作成にも応じる場合には正しく表現、記載され
なければならない。
※これらが保障されていないことが、黙秘をするべき理由でもある。

取調べ⽴会いの⽬的

5

・⽴会いは、依頼者にとっては、弁護⼈の援助を受ける機会を常に保
障し、その精神状態の安定に資する。

・弁護⼈にとっては、依頼者に対し援助を提供する機会を常に保障し、
依頼者の記憶違い、⾔い間違い、取調官の勘違い、不当な要約等、
依頼者の記憶、真意とは異なる供述が録取される事態を即時的に解
消できる。

供述する内容を歪められない⾃由確保のため、
⽴会いが必要であり、有効である。

取調べ⽴会いの⽬的
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まとめ
・供述の⾃由の確保は、 「真相解明を妨げる」ものではなく、 「正
しい裁判を担保する」ために、必要不可⽋である。

・供述の⾃由の中⼼は、やはり黙秘権である。
※⾃⽩強要は、「正しい裁判」を歪める典型。

・⽴会いを前提にしても、捜査弁護の基本が黙秘原則であることには
変わりがない。
※黙秘を堅持するために⽴ち会うのが本則であり（取調べを拒否す
ることも検討するべきである）、⽴ち会うからには黙秘を解除す
るとか、黙秘をするからには⽴ち会う必要がないとかではない。

取調べ⽴会いの⽬的

7

・他⽅で、（⼀部）供述を選択する場合もあり得、そのような場合に
は、供述する内容を歪められない（＋いつでも黙秘に転じる）ため
に、⽴会いが必要かつ有効である。

取調べ⽴会いの⽬的
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しかし実態は…
・捜査機関は、頑なに⽴会いを認めない。

・警察庁の令和３年５⽉２４⽇付け「指導連絡」
「取調べにおける弁護⼈の⽴会いについては、その必要性と捜査への影響等を総合
的に勘案しつつ慎重に検討する必要があることから、警察署に対して、弁護⼈等か
ら⽴会いの申出等があった場合には、警察署独⾃で判断させることなく、警察本部
への報告を求め、組織的に対応するよう徹底されたい」
北海道警では同年１２⽉に⽴会いを⼀律認めないよう指⽰する通達が発せられて
いた（判明後撤回）など、「組織的に」認めない対応をとっている。

・もっとも、数は少ないが、⽴会いが実現した例もある。
実践の継続、事例の共有が重要である。

取調べ⽴会いの⽬的

9
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障害のある被疑者の
立会い実践例報告

愛知県弁護士会 櫻 井 義 也

事案の概要
インターネット上で知り合った未成年者とビデオ通話するなどした

際、入浴中や自慰行為を撮影した状態で行わせ、これを動画や画

像として保存した（児童ポルノ法違反）

・被疑者に「児童」の認識あり（押収済携帯のメッセージのやり取り

からも明らか）
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被疑者について
・30代男性、前科なし

・パニック障害、不安障害（精神保健福祉手帳

３級）、軽度知的障害あり

事案の経過
・自宅にて捜索差押え（携帯電話、パソコン）

・その後、本人から相談を受け、私選受任

※愛知県弁護士会特定在宅被疑者援助制度を利用

＝障害者・高齢者・少年・弁護人の活動により釈放された者に

ついて、経済的理由により弁護士報酬等の支払が困難な者の

弁護士費用援助制度

14 / 54



事案の経過
弁選・合理的配慮依頼書（立会い要求含む）送付

↓

警察から電話連絡

＝立会い拒否

→再検討要求

→後日、立会いを認めるとの回答

合理的配慮依頼書の内容
１ 被疑者には精神障害（・・・（略）・・・）があります。

被疑者は、捜査に素直に協力する意向ですが、障害に

より、今後の取調べ等に対する強い不安感を訴えていま

す。

２ つきましては，下記の合理的配慮を行って下さい（障害

者差別解消法７条２項参照）。

15 / 54



合理的配慮依頼書の内容
記

①被疑者への直接連絡は行わず，今後すべての連絡は弁護人を介し

てださい。

②取調べは，警察署ではなく，被疑者自宅等の被疑者の緊張感が和

らぐ場所で行ってください。

③今後行われる被疑者の取調べは，弁護人を同席させた上で行って

ください。

④取調べにあたっては，長時間の取調べを避ける，休憩時間を長く取

るなどし，発問方法に留意し（誘導しない等），取調官の態度（高圧的・

威圧的態度を避ける）にも十分配慮をしてください。

立会いの交渉
＜当初の警察官の回答＞

・態度に気をつける等の合理的配慮はきちんと行うため、取調べ室外での待機に留めて
ほしい

・未成年者を被害者とする事案であり画像の提示などの必要もありプライバシーの問題
もある

↓

＜弁護人の主張＞

・合理的配慮は義務でありその不提供は違法である。実際に強い不安感等から取調室
に一人で入るのも不可能である

・守秘義務がありプライバシーは問題とならない

・犯罪捜査規範にも立会いを前提とする規定がある
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障がい者差別解消法について
７条２項

 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障

 壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施

 に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならない

 よう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去

 の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

Cf.８条２項は事業者（＝弁護人）に対しても同様の義務（R6.4～）

→立会い要求ないし立会いは弁護人としての義務ともいえる

障がい者差別解消法について
９条１項に基づき、検察庁、警察庁は、それぞれ職員の「対応要領」

を定めている

↓

合理的配慮の具体例として、

・比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに具体的に説明する

・非公表又は未公表情報を扱う会議において、情報管理にかかる担

保が得られることを前提に、障害者の理解を援助するものの同席を

認める

などの例が記載
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立会いの実施状況
立ち会った取調べ ３回

合計 約１０時間 ＋移動時間１２時間（県外のため）

立会いの実施状況
【１回目】 14:00～18:55＠警察署取調室

・取調べ前、所持品検査、携帯の電源を切って机の上の箱に入れる（弁護人

は求められず）

・身上、被疑事実について適宜証拠を提示しながら質問し、本人回答

・弁護人は本人の横の少し机から離れたところに座り、警察から提示される証

拠も一緒に眺めながら適宜メモを取る

・30分ごとに休憩することを申し入れ、了解

・調書作成に至らず、次回予定を調整して終了
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立会いの実施状況
【２回目】 14:00～17:45＠警察署取調室

・取調室内で本人の写真撮影実施

・前回に引き続きの質問、本人回答

・指紋・DNA採取したい旨の話

→弁護人から、本人意思を確認の上、拒否回答→警察官「わかりました」

・身上調書１通作成（立会人として弁護人も署名）

※弁護人から内容について一部異議を述べ、調書訂正

立会いの実施状況
【３回目】 9：35～11:50＠警察署取調室

・調書２通作成（犯行に至る経緯、犯行状況） 弁護人立会人として署名

→弁護人から、本人の表現と違う点等について数点口出し→調書訂正

・警察官から、これで警察官調べは終了予定との話

・取調終了後、画像を任意に消去した上で携帯が還付されることになり、消去
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その後の経過
検察官による追加取調べ不要、不起訴相当との意見書送付

↓

不起訴処分

立会い実現の理由
本件は障害を理由とする合理的配慮の提供根拠とした実現例

＝障害があれば立会いを認められるわけではなく、障害の内容・

程度から合理的配慮として必要であると認められることが必要

↓

逆に、その内容・程度から、合理的配慮として立会いが必要と認

められるのであれば、認めないことは「違法」であることから、こち

らが引く理由はない
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立会いの効果等について
・本人から「最初の捜索の時と警察の態度が全然違ったのでありがたかった」

との話

→弁護人から見ても、取調態度や質問方法に相当注意しているという印象

・弁護人の指摘により、調書の不利益な記載の表現の改めや有利な事実の記

載が行われた

→「弁護人が立ち会っている場ですら」、事実のとおり記載しない態度
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取調べ準⽴会い事例報告
2024年11⽉1⽇
弁護⼠ 林 順敬
（札幌弁護⼠会）

事案の概要（起訴状から）
•依頼者は76歳（当時）の⼥性
•令和3年11⽉10⽇午後4時43分ころ
•⽚側2⾞線、制限速度40㎞の道道の内側
⾞線を⾛⾏
•進路前⽅を右側から左側に向かい横断し
てきた8歳男児が運転する⾃転⾞と衝突
•男児は転倒し、⾼次脳機能障害等の後遺
障害を伴うびまん性軸索損傷等の傷害を
負った
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事案の概要

受任
●事件から数⽇後、先輩の弁護⼠から紹介
・被害者と⽰談して不起訴を

●依頼者と⾯談
・⾃家⽤⾞をタイヤ交換に出して代⾞で帰宅途中の事故
・気がついたら⽬の前に⾃転⾞がいた
・運転していた代⾞にはドラレコなし
・現場検証で⾃転⾞は⾒えなかったと答えると、「⽬が
悪いのか」と⾔われた

・警察署で事情聴取が終わった後、「⼼配しなくていい
よ」
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受任直後
●取調べ対応⽅針
・依頼者の⾔い分どおり供述
・⽴会いを申⼊れる

●弁護⼈選任届と⽴会い申⼊書を豊平署に送付
・書式は研修で配付されたものをアレンジ

●令和3年11⽉17⽇午後5時ころ、現場を⾛⾏
・事故から1週間後、同じ曜⽇の同じ時間帯
・現場の状況、対向⾞線の交通量
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取調べ準⽴会い①
• 令和4年3⽉9⽇午後2時〜午後5時、豊平署
• 「取調室には⼊れないことは決まっている」（旧通
達︖）

• 1階のロビーで待機
• 30分に⼀度休憩、弁護⼠と相談したいと⾔ったら休憩、
調書作成したら署名押印前に休憩

• 概ね30分以内に休憩
• 気がついたら⾃転⾞が⽬の前に現れた⇒「そんなこと
があるわけがない」「前しか⾒てなかったのか」「免
許を持ってるなら右も左も注意しながら運転するもの
だ」
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取調べ準⽴会い①
•事件当⽇に「遠くを⾒ていたので⾃転⾞に気が
つくのが遅れた」「今回の事故で私が悪いとい
うことは分かった」という趣旨の調書を作成し
ていたことが判明
⇒事故当⽇のことは気が動転していて覚えて
ない

•当⽇作成した調書の最後に「私のしたことは過
失運転致傷という罪になることはわかりまし
た」との記載があると
⇒削除させた

•取調べ終了後、送検すると

取調べ準⽴会い②
• 令和4年5⽉20⽇午後1時30分〜午後5時、札幌地検
• 9階の受付待合室で待機
• 30分に⼀度休憩、弁護⼠と相談したいと⾔ったら休憩、
調書作成したら署名押印前に休憩

• 最初の休憩で･･･「どうやら私が悪いようです」
• 何度もドラレコの映像を⾒せられて、「ここに⾃転⾞
が映っている」「そこからぶつかるまで3秒ある」

• 問題は事故当⽇に気付いたかだと、依頼者を説得
• 担当検事を呼び出して抗議、ドラレコ映像を弁護⼈に
も⾒せるよう申し⼊れたが拒絶
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取調べ準⽴会い②
• 取調べ再開から１時間近く経っても休憩に出てこない
⇒9階の受付から検事に電話してもらう
⇒再度、９階の受付から電話したら、切られたと
⇒携帯から検察庁に電話し、取調べ検事室へ
⇒今終わったところで、そちらに向かってます

• 依頼者は、⾃分の話したとおりと、調書の内容に満⾜
した様⼦

• 不起訴の可能性が⾼いという印象･･･

公判
• 令和4年7⽉14⽇、過失運転致傷罪で在宅起訴
• 第1回公判で無罪主張
• 検察官請求証拠の柱は、①事故当⽇の実況⾒分調書、
②後続⾞のドラレコ映像、③事故当⽇の依頼者の警察
官⾯前調書
⇒①②は同意、③は不同意

• ②のドラレコ映像を⾒た感想
• 弁護⼈からドラレコ搭載⾞の運転⼿、側道を⾃転⾞で
⾛⾏していた⽬撃者を証⼈請求
⇒検察官から必要性なしとの意⾒が出たが、後⽇、
必要性を補充して採⽤

27 / 54



公判
• 第3回公判で被告⼈質問終了後、裁判⻑が検察官に対
し、ドラレコを解析した証拠の提出を促す

• 第4回公判で、検察官が追加の証拠を請求
弁護⼈︓不同意、必要性・関連性なし
検察官︓321条3項による請求
弁護⼈︓成⽴の真正を争う
裁判⻑︓本当に争うんですか︖
弁護⼈︓休廷を求める

• 再開後、こちらの意⾒をもとに修正したものを再度提
出することに

公判
• 第6回公判で、⽬撃者の尋問
• 尋問終了後、検察官が③の依頼者の警察官⾯前調書を
322条1項で請求
弁護⼈︓事故当⽇の取調べの内容も含めて被告⼈質問

で明らかになったので必要性なし
裁判⻑︓提⽰命令で内容を確認後、必要性なしとして

却下
検察官︓異議
裁判⻑︓異議を棄却
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公判
•第7回公判で、論告・弁論
•論告︓事件当⽇の実況⾒分をもとに、⾃転⾞が
横断を開始した時点で被告⼈は⾃転⾞に気付く
ことができたこと、気付いた時点で直ちに制動
措置を講じていれば衝突を回避できたとして、
禁錮1年を求刑
•弁論︓停⾞中の⾞から仮想被害者がいると知ら
されて実施されたテストで「⾒えた」としても、
時速40キロで⾛⾏していた依頼者が事故前に
視認できたかは甚だ疑問⇒「神の視点」ではな
く「運転者の視点」から予⾒可能性、結果回避
可能性を判断すべき
•依頼者︓「これで有罪なら仕⽅ない」

神の視点

⾒える
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運転者の視点

公判

•第8回公判で、無罪
•検察官控訴なく、確定
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感想
●準⽴会いでも対応次第で⼗分な効果あり
⇒もっとも弁護⼈選任前の取調べの危険性

●刑訴法322条1項
•本件も検察官が事故当⽇の依頼者の警察官⾯前
調書を322条1項で請求
•この規定があるから、必死で⾃⽩を採ろうとす
る
•弁護⼈が不同意意⾒を述べれば請求できない
（韓国）とすれば、必死で⾃⽩を採ることはな
くなる
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パネルディスカッションの進行 

  

【パネリスト】 

島田 順司 様（大川原化工機事件当事者） 

Ａ        様（準立会い実現事例当事者） 

市川 耕士  会員（高知弁護士会） 

林   順敬  会員（札幌弁護士会） 

 

【コーディネーター】 

  中村 安里 会員（金沢弁護士会） 

 

１ 取調べの現状 

(メモ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ なぜ違法・不当な取調べが行われるのか 

（メモ） 
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2 
 

３ 取調べ立会いが実務に与えるインパクトと期待 

（メモ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 取調べ立会い実現への課題 

（メモ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の取組みへの期待 

（メモ） 
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取調べへの弁護人立会い
－法制化を目指して－

 犯罪の嫌疑を認めさせ、捜査機
関の見立てに沿った供述を得る
ため、取調べは威圧的になり、
利益誘導も行われる

 黙秘権を行使しても、取調べは
中断や終了はされない

 黙秘権行使を助言する弁護人を
批判し、信頼関係を破壊する

 逮捕によって社会から隔絶され、
いつしか「支配－被支配」の構
造が生まれ、被疑者は目の前の
取調官に迎合する

事実と異なる
供述を生み

えん罪を
引き起こす

 弁護人の存在により、取調べの
強制性が緩和する

 違法・不当な捜査機関の言動に、
弁護人が意見を述べることで、
取調べの適正化がなされる

 その結果、黙秘権の行使が容易
になる

 黙秘権を行使しない場合でも、
供述の自由が確保される

 弁護人の援助を受けることで、
取調べにおける自己の権利を
守ることができる

密室での人質司法
捜査機関と被疑者に

支配関係が生じてしまう

違法・不当な取調べを抑止
捜査機関と被疑者が

対等に近づく

取調官 取調官

被疑者 被疑者

おい、
何か言うたら
どうや。

終わらんぞ。
（注１）

違法な取調べは
やめてください。

現在の取調べは… 取調べに
弁護人が立ち会えば…

事実と異なる
供述をするリスクが
圧倒的に低くなる

（注１）
不起訴となり、取調べの
違法性が認められた事案で、
実際になされた発言です。
音声も聴けます。

弁護士
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取調べへの弁護人立会いＱ＆Ａ
Q 現在、弁護人立会いはできない

のでしょうか。
黙秘権は必要なのでしょうか。

 刑事訴訟法等に、弁護人立会いを禁止
する条文はありません。

 国連自由権規約委員会からの質問に、
日本政府は次のように答えています。

「被疑者の取調べに弁護人の立会いを
     認めるかどうかは、取調べを行う検察
    官や警察官が、取調べの機能を損なう
     おそれ、関係者の名誉及びプライバ
   シーや捜査の秘密が害されるおそれ等
     を考慮し、事案に応じて適切に判断
     すべきもの」（2020年4月 第7回政府報告
      に関する事前質問票への回答より）

 しかし、ほぼ全ての取調べで、弁護人
立会いが認められないのが現状です。

 このような状況を打破するためには、
取調べへの弁護人立会いを法制化する
必要があります。

 無理に犯罪を認めさせるために、捜査
機関が、被疑者に精神的・身体的「拷
問」を繰り返してきた歴史を踏まえ、
憲法では黙秘権を保障しています。

Q 取調べの録音・録画だけでは
不十分なのでしょうか。

 現在、取調べの録音・録画が行われる
対象事件は、裁判員裁判対象事件と検
察独自捜査事件という一部にとどまっ
ています。

 プレサンスえん罪事件（注２）では、取調
べの録音・録画が行われていたにもか
かわらず、大阪地検特捜部の検事は、
取調べで次のとおり発言していました。

「検察なめんなよ。命賭けてるんだよ、
    俺たちは。あなたたちみたいに金を
     賭けてるんじゃねえんだ。かけてる
     天秤の重さが違うんだ、こっちは。
     金なんかよりも大事な命と人の人生
     を天秤に賭けてこっちは仕事をして
     るんだよ。なめるんじゃねえよ。」

 取調べの適正化や被疑者の黙秘権・供
述の自由を守るためには、取調べの録
音・録画だけでは十分ではないことは、
明らかです。

（注２）
2021年10月28日、大阪地裁がプレサンス社の元代表取
締役に対し、業務上横領事件につき無罪判決を言い渡し
たえん罪事件。

Q 当事者となった方々も弁護人立
会いは必要だと言っていますか。

 多くの方々が弁護人立会いの重要性を
主張されています。

「取調べというのは、リングにアマチュアの
ボクサーとプロのボクサーが上がって試
合をする、レフェリーもいないしセコン
ドも付いていないというふうな思いがいた
しました。（略）せめてセコンドが付いて
いただけるということだけでも、随分ま
ともな形になるのではないかというふう
に思いますので、弁護人の立会いは大変
重要だと思います。」

厚労省元局長事件・村木厚子氏
（「検察の在り方検討会議」第６回会議議事録30頁より）

Q 海外では取調べに弁護人は
立ち会えるのでしょうか。

 以下の国及び地域では、弁護人の援助
を受ける権利を根拠として、弁護人を
取調べに立ち会わせる権利を認めてい
ます。
日本の刑事司法制度は、国際的水準に
達していません。

【欧米】  アメリカ・イギリス・ベルギー
オランダ・フランス・ドイツ

【アジア】韓国・台湾（当連合会調べ）

2024年4月
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困難事例（第⼆東京 開原さん）
事案の概要（住居侵⼊、強盗致傷被疑事件）
SNSを経由して⽒名不詳者と連絡をとり、闇バイトに申し込み、
数⽇後に⼀軒家を狙った強盗事件に参加したという事案

初回接⾒（国選）
逮捕から２⽇後
「申し込み時点では強盗とは思っていなかった」

問題点
住居侵⼊、強盗致傷で起訴
初回接⾒前の検⾯調書「申し込み時点で強盗かなと思いました」
被告⼈反対質問で検察官が供述調書の記載を指摘
⇒被告⼈質問でなぜこのような供述調書が作成されたのか説明
依頼者「供述調書の重要性は知らなかった」
録⾳録画記録などで取調べの記憶喚起を⾏った

事案の概要（不同意わいせつ被疑事件）
深夜の公園脇歩道上を⾃転⾞で⾛⾏中、前⽅を歩⾏中の⼥性を追いぬきざまに

転倒する素振り 着⾐の上から⼥性の左胸・左臀部を触った

初回接⾒（国選）
逮捕から２⽇後、国選弁護⼈として選任され接⾒
段差に⾃転⾞の前輪タイヤがひっかかり転倒し、転倒の際に、右⼿甲が⼥性の

左肩に触れたかもしれない。胸は触っていないと供述

問題点
逮捕⽇の員⾯調書、送検⽇の検⾯調書で、「ムラムラして触った」と供述調書

が作成されていた ← 勾留理由開⽰申⽴の意⾒陳述で弾劾

困難事例（埼⽟ ⻑沼さん）
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成功事例（第⼆東京 開原さん）
事案の概要（強盗傷⼈被疑事件）
共犯者らが⼤⿇の売⼈（被害者）を仲間にするために呼び出す場に同⾏した
ところ、共犯者らが現場で被害者に暴⾏を開始し、最終的には共犯者ら
と共に被害者の現⾦を強取
その後共犯者らのみが被害者を連れて移動し、⾦品を強取しようとした事案

初回接⾒（当番弁護⼠）
逮捕当⽇
「強盗しに⾏くとは思っていなかった」「⾃分は暴⾏してない」

弁護活動とその成果
強盗傷⼈で起訴
共謀の成⽴時期 被告⼈が被害者に暴⾏をしたか 等が争点

⇒初回接⾒から黙秘を指⽰ ⾝上調書以外の供述調書は作成されず
被告⼈がしたとされる暴⾏のうち⼀部は認定落ち

事案の概要（傷害・恐喝未遂被疑事件）
被疑者の妻の不倫相⼿（被害者）に対する傷害・恐喝未遂

初回接⾒（私選）
逮捕⽇に接⾒。否認。１０か⽉前の出来事。代理⼈弁護⼠を選任し妻の不倫

相⼿（被害者）への慰謝料請求をしたところ、相⼿も代理⼈弁護⼠を選任し傷
害について反訴し、診断書等の書証を提出され、こちらも反論していることが
判明

弁護活動とその成果
被疑者の代理⼈弁護⼠から⺠事訴訟資料を⼊⼿。裁判所に対し、⺠事裁判で

主張⽴証がされており勾留してまで捜査を遂げる必要なし旨、意⾒。
勾留決定されたものの、準抗告は認容。
＊準抗告審の裁判⻑ 『逮捕状を出したの私。どんどん資料を出して欲し

い』

成功事例（埼⽟ ⻑沼さん）
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2000
平成12

   2001
平成13

   2002
平成14

   2003
平成15

   2004
平成16

   2005
平成17

2006
平成18

2007
平成19

2008
平成20

2009
平成21

2010
平成22

2011
平成23

2012
平成24

2013
平成25

2014
平成26

2015
平成27

2016
平成28

2017
平成29

2018
平成30

2019
令和元

2020
令和２

2021
令和3

202２
令和４

2023
令和5

却下率
（却下数/請求数）

0.45% 0.46% 0.42% 0.36% 0.49% 0.47% 0.70% 0.99% 1.10% 1.16% 1.34% 1.47% 1.79% 1.99% 2.71% 3.36% 3.94% 4.91% 5.89% 6.23% 5.29% 5.18% 5.03% 5.47%

却下率
（却下数/請求数）

0.75% 0.79% 0.70% 0.59% 0.83% 0.78% 1.23% 1.78% 1.98% 2.28% 2.66% 2.82% 3.69% 3.90% 5.08% 6.27% 6.75% 8.51% 9.46% 9.81% 8.02% 8.21% 7.92% 8.78%

却下率
（却下数/請求数）

0.15% 0.14% 0.16% 0.14% 0.17% 0.17% 0.25% 0.34% 0.43% 0.44% 0.51% 0.62% 0.56% 0.78% 1.22% 1.49% 2.06% 2.44% 3.21% 3.63% 3.21% 2.92% 2.98% 2.96%

④ 2133 2176 2443 2423 2624 2876 3625 4213 4706 6461 7172 7608 9016 9438 9570 10323 10868 11166 13263 14643 15347 15154 13988 15053

⑤ 371 390 435 427 502 541 740 945 1005 1355 1327 1371 1577 1512 1775 2018 2115 2205 2541 2832 2906 2794 2534 2744

⑥ 67.50% 65.65% 74.87% 79.66% 67.02% 76.09% 71.22% 69.84% 69.98% 90.09% 80.52% 79.38% 73.65% 65.51% 56.76% 51.86% 48.13% 41.85% 41.18% 45.22% 56.95% 58.40% 56.47% 51.24%

⑦ 178 204 146 109 247 170 299 408 431 149 321 356 564 796 1352 1873 2279 3063 3628 3430 2197 1990 1953 2611

【出典等】

・④最高裁判所「司法統計年報」第 17 表 刑事雑事件の種類別新受人員―全裁判所及び最高、全高等・地方・簡易裁判所の「準抗告」の数である。

・⑤最高裁判所「司法統計年報」第 17 表 刑事雑事件の種類別新受人員―全裁判所及び最高、全高等・地方・簡易裁判所の付表中「準抗告による原裁判又は原処分の取り消し・変更」の数である。

・④準抗告申立件数、⑤準抗告認容件数には、勾留請求却下に対する検察準抗告、勾留取消請求却下決定・勾留期間延長決定に対する準抗告、勾留期間延長却下に対する検察準抗告、保釈却下に対する準抗告、保釈許可に対する検察準抗

・⑥　⑤準抗告認容件数を①の却下数で除した割合である（概算）。

・⑦　①の却下数と⑤準抗告認容件数の差である（概算）。

・①②③の各裁判所における「請求数」は、勾留状の発付総数のうち「請求によるもの」の数と「却下」の数の合計値である。（最高裁判所「司法統計年報」第 15 表 令状事件の結果区分及び令状の種類別既済人員―全裁判所及び全高等・地方・
簡易裁判所）

準抗告申立件数

準抗告認容件数

却下に占める
準抗告の割合

44570 45279 44798 43675 44892

1053 1369 1551

勾留裁判官却下件数

863

62521 65370 71204 75002 77118 78681 75829

42330

2111

58047

61606 56646 51061 47453 45265 47023 45026

455 503 468 1758

6169

104713

1921

598216358672564 72749 70765 70761 70600 66591

42482264 2838 3025 3717

749 711

115791

1119 1162 1264 1277 1734

全
国
簡
裁

請求数 79627 75611 74059 78235

433 621

請求数 60382 63839 67026 73867 74835 73750 68507

196 257 317 342 384 45094 91 113 103 128

115879 111389 107261

4394 5268

請求数 148134 137217 130705 129296 123282 117829 119772

1648 1727 2141 2308 3127 3891却下数 549 594 581 536

①

②

③

115331152431151953122903 129209 138230 148869

15041039 1353 1436

578 843 1096
全
国
地
裁

却下数

133 407 550

全
体

却下数

5355

97787

3711

42247

1644

55540

4487

89175

2927

36957

1560

52218

4784

92320

3231

39310

1553

53010

6263

100377

4151

5104

96325

3349

41736

1755

54589
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